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交通政策審議会第２７回気象分科会 

平成３０年７月２日 

 

 

【総務課長】  それでは、定刻となりましたので、ただいまから交通政策審

議会第２７回気象分科会を開催させていただきます。 

 事務局を務めさせていただいております総務課長の黒沢です。よろしくお願

いいたします。議事に入るまでの進行を務めさせていただきます。 

 審議会委員、臨時委員の皆様方には、お忙しいところを気象分科会にご出席

いただきまして、まことにありがとうございます。 

 まず、委員の出席を確認させていただきます。 

 本日は越塚臨時委員からは、遅れて出席いただけるとの連絡をいただいてお

ります。現時点で分科会の委員、総数９名中８名の出席をいただいております

ので、分科会が成立しておりますことをご報告申し上げます。 

 また、本日は、ここ一連の大雨と台風等の関係で、会議出席のために当庁職

員の出入りがあります。そのことをご報告いたします。ご理解いただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

 最初に、資料等の確認をさせていただきます。 

 お手元の資料等の確認でございますが、前回同様、資料はお手元のタブレッ

トでごらんいただきます。操作に不明な点がございましたら、事務局までお知

らせください。 

 また、お手元に紙の資料についてもご用意しております。資料は、第２７回

気象分科会の次第、委員名簿、次に、議事資料としまして、資料１、資料２が

ございます。お手元にないものがございましたら、事務局までお申しつけくだ

さい。 

 次に、会議の公開の件でございますが、本日の議事については傍聴が認めら

れております。また、庁内のテレビ会議システムで地方官署にも共有させてい
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ただいております。会議後に、速やかに資料及び議事録の公開が行われますの

で、あらかじめご承知おきください。 

 毎度の連絡事項でございますが、マイクの使い方についてのお願いでござい

ます。ご発言いただく際には、ご面倒でも、マイクの台の部分のボタンを押し

てご発言をお願いします。また、ご発言が終わりましたら、再度ボタンを押し

ていただき、スイッチをお切りいただきますようお願いいたします。 

 報道の方々のカメラ撮りはここまでとなりますので、以後の撮影はご遠慮い

ただきますよう、お願いいたします。 

（報道退室） 

【総務課長】  それでは、議事の進行につきましては、新野分科会長にお願

いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

【委員】  委員の皆様には暑い中ご出席いただきまして、ありがとうござい

ます。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 前回の会合では、２０３０年における目指すべき気象業務を念頭に、その実

現のために重点的に取り組むべき方策のうち、気象業務に関わる技術開発につ

いて議論いたしました。今回は重点的に取り組むべき方策のもう一つの柱であ

る気象情報・データの利活用促進について議論したいと思います。 

 また、そろそろ議論をまとめる時期となってまいりましたので、今回は提言

の骨子につきましてもご議論いただきたいと思います。 

 議事の流れですが、まずは前回までの会合でいただいたご意見を確認したい

と思います。続いて、気象情報・データの利活用促進の議論に入りたいと思い

ます。最後に、提言の骨子について、事務局が作成した案をもとに議論してい

ただこうと思います。 

 それでは、前回の主なご意見について、気象庁より資料の説明をお願いいた

します。 

【企画課長】  皆様、お暑いところお集まりいただき、ありがとうございま

す。企画課長の森でございます。恐縮ですけれども、座ってご説明させていた
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だきたいと思います。 

 まず資料１のところの３ページをご覧下さい。前回は気象業務にかかわる技

術開発についてご議論いただいたところでございます。その中でＡＩ技術の最

新の動向について○○委員よりプレゼンをいただいたところでございます。そ

の概要について、３ページの上段に書かせていただいているところです。 

 こういった○○委員からのプレゼンに対するコメントとしましては、その下

のほうにあるとおり、例えばＡＩ研究者と企業やその他の研究機関とで連携を

進めて、課題と技術をかけ合わせてマッチングしていくことが重要であるとい

ったことや、ＡＩは基本的に時系列への依存性が高かったり、欠損や異常が多

いデータは活用が難しいという特性があるので、まずは新しいものをつくり出

すというよりは既に課題が設定されている既存のものの改善から始めるという

ものではないかという話もありました。 

 それから、ＡＩ技術というのは統計学に基づくものなので、過去事例がなく、

突発的に発生するものを予測することは難しいと。 

 ＡＩで何でもできるというふうに誤解されている場合もあるんですが、そう

いった誤解に基づき行動しないようリテラシーの向上も重要であると。 

 それから、統計学に基づくという絡みでサンプル数というのが非常に大事だ

というところで、サンプル数であるｎが多くなればなるほど、分類の精度は向

上していく。○○委員からもプレゼンの中のところでも分離境界の推定誤差と

いうのはルートｎ分の１で減っていくというお話をいただいたというふうに記

憶しているところであります。 

 それから、人材育成の活用にもＡＩというのは期待できるのではないかとい

う話がありました。 

 その次に、重点的に取り組むべき方策というところで、４ページのところで

ございますけど、ＡＩにおける学習への活用を含めて利活用できるデータを増

やしていくということが重要であると。データというのは一言でデータと言っ

てしまっているけれども、その中身としては２種類あるのではないか。つまり、

人に見せるというところで考えているデータとプログラム計算等に使われる、
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基本的には中で使おうという気持ちであるデータというのがあるんじゃないか

と。人に見せるというデータは、オープン化というのが当然ながらある意味進

んでいるんだけれども、プログラム計算等に用いるデータというのはまだのと

ころがあって、そういったところのオープン化も重要であると。あと、人に見

せるデータのところについても、制約、規制というのは画一的ではなく、用途

で基準が変わってもよいんじゃないでしょうかという話があったかというとこ

ろです。 

 技術開発と利活用といったところには、前回技術開発、今回利活用でご議論

いただくわけですが、相乗効果を狙うということが重要であると。 

 地震予知等の極めてまれな現象の予測といったものについては、どこまでで

きるのかという点に関して、リテラシーの向上を図って、原理的に難しいこと

はその旨をしっかりと伝えていくということが重要であると。 

 産学官連携については競争的資金というスキームがありますけれども、そう

いう予算のない気象庁というところではＷＸＢＣ（気象ビジネス推進コンソー

シアム）等の枠組みでマッチングを行って、他省庁の競争的資金に一緒に応募

するといった方法もあるのではないかというお話もいただきました。 

 ＰＤＣＡサイクルは、まずは計画や戦略等のしっかりした枠組みがあった上

で実施していくものであると。 

 産業分野における予測精度の向上の観点での競争を促す環境づくりも必要で

しょうと。 

 地域における防災機関の連携を強くしていくことが重要であって、例えばテ

レビ会議等、会議システム等を活用した関係機関同士の連携向上、モデル的に

特定の地域で実施するといったようなことができないかという話もありました。 

 それから、火山の予測というのは確かに難しいけれども、４月のえびの高原

の噴火の例で見れば、体制を整えている状況で噴火が発生して、周辺の住民や

登山者等への連絡等の的確な対応がとれた、そういう事例ではあったと。 

 火山の予知が難しいところに関連するんですが、ＡＩは余震分布、あるいは

火山噴煙の解析等に活用できるのではないかという話もあった。 
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 あとアマチュアの観測データを取り入れるという観点もあって、そういう意

味では産学官というよりももっと広いのではないか、おさまり切らないのでは

ないかという話もありました。 

 ＡＩの活用方法として、数値予報というのは、つまり数値予報の方程式に基

づいていくわけですけれども、モデルというものを改善していくというところ

にはＡＩも活用できるところがあるんじゃないのか。 

 あと、人材育成という観点で若い人、中高生に対して気象分野への興味を持

たせるような取り組みを進めていくということが重要ではないかと。大体こう

いったご意見を頂戴したというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 ご質問等につきましてはこの後の議論のところでまとめてお願いしたいと思

っております。 

 そこで、続いて、気象情報・データの利活用促進について、事務局のほうで

議論の材料を用意しておりますので、こちらを説明していただき、その後で議

論に移ろうと思います。 

 それでは、気象庁より説明をお願いいたします。 

【企画課長】  では、引き続きご説明させていただきます。 

 同じく資料１の６ページのところをごらんください。これは気象情報・デー

タの利活用促進に関するこれまでのご意見を抜粋したものというところでござ

います。つい先ほどご説明した前回のご意見のところと一部重複しているもの

がございます。重複しているところは割愛してご紹介させていただきたいと思

います。 

 まず気象情報・データの利活用環境といったところにつきましては、気象に

関しても空気中の情報は国民共有の財産だといった理念を審議することが重要

であると。 

 それから、スマホ、自動車センサー等のソーシャルデータをもっと活用すべ

きと。 
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 それから、データ提供については、今ネットが主流だということで、従来と

は環境が違ってきている。データの提供についてはベストエフォート型に移行

することによって平均的な品質を格段に向上させることができる一方で、防災

というか、生命にかかわる分野は品質を保証するということが重要ですねとい

ったところもあったかと。 

 それから、気象庁のホームページについてはなかなか目的のところにたどり

つけないというところがあるので、わかりやすいものにしていく必要がありま

すねというところがありました。 

 理解・活用力の向上のところについては、活用については提供するだけじゃ

なくて、実際にうまく使ってもらうということを徹底すべきであると。 

 それから、大雪等の社会的に大きな影響をもたらした事例については、迂回

路としての可能性のある方面もあわせて示すといった、パッシブより一歩進ん

だ戦略的な業務の推進というのもあるのではないか。 

 産学官分業という、役割分担というところがあるわけですが、防災といった

ところは気象庁本体が行うべきであろうという話をいただいたと。 

 それから、データ活用、生産性向上の観点といったところではそういうデー

タを利用する企業を増やしていきたいというところがありました。 

 ７ページのほうに行かせていただいて、リテラシーの向上といったところで、

地域防災のヘッドクオーターとしては地方気象台に頑張ってほしいというのが

ありました。 

 それから、高齢者や外国人旅行者の増加といった背景があるわけですけれど

も、災害対応におけるさまざまなことに配慮が必要であって、観光産業従事者

等のリテラシーの向上と、外国人が地方にも行かれるわけなので、自治体の中

での読み解き力というのも共有すべきであると。先ほど大雪の話もありました

が、大雪の予報が出ているようなときにはその対策を講じた上で車の運転をす

る、そういうリテラシーの向上も重要であろうという話がありました。 

 あと技術面といったところでは予測情報の精度というのはどのぐらいなのか

といったものを利用者や国民に伝えることが大切でしょう。 
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 それから、教育課程に気象や確率現象についても含める。国民のリテラシー

を長い目で中長期的に育てていく取り組みをするというところもあるんじゃな

いか。 

 あと、国民に平常時から関心を持ってもらうという意味では、オリンピック・

パラリンピック、そういったところを有効に活用して発信していくというのも

一案でしょうと。 

 今いろいろなデータ・情報が出ていくということになるんですが、最後のと

ころになりますけれども、フェイクといったものには気をつける必要があると

いうようなご意見をこれまでいただいてきているところでございます。 

 ここから本日のご議論のところの本題に入っていくわけですが、２０３０年

における気象業務により実現される利活用の姿というところについてです。一

番上にあるとおり、目指すべき気象業務として、真ん中に防災が書いてありま

すが、その他一人一人の生活というのもあるし、経済活動というのもある。前

回からこのようにずっとお話しさせていただいていますが。それについて、実

現していくためのところには技術開発という前回ご議論いただいたもの、それ

から、本日ご議論いただく気象情報・データの利活用の促進といったものの相

乗効果で実現していくということであろうと。今回は利活用の促進のほうとい

うことで、左側の技術開発のほうは灰色になっていますけれども、右側のほう

を本日ご議論いただきたいというところでございます。 

 そこの中のところにつきましては、理解・活用力（リテラシー）の向上と気

象データ・情報の取得・利用環境の向上でございますが、この後、それぞれに

ついて資料をご用意してあるのでご説明いたしますけど、まずは目指すべき利

活用の姿の設定というところについてがあって、その姿を実現するための取り

組みというのがあるのだろうというところでございます。その中のところにさ

らに気象データを容易に取得・利活用というのができる環境の整備であるとか、

リテラシー向上の取り組みがあるのだろうといったところであります。こうい

ったところをこの後の資料のところで順次ご説明させていただきます。 

 まず利活用の姿といったところであります。これは９ページでございます。
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防災、それから一人一人の生活、経済活動といったところの３つに分けてあり

ます。防災については多様なユーザーの的確、適切な避難行動、それから一人

一人となると、どうしてもパーソナライズされたというお話になりますので、

生活シーンに応じたパーソナライズされた情報の入手による個々の皆様方の生

活の質、快適性の向上である。経済活動といったところではさまざまな産業分

野における新たなサービスの創出、生産性向上といったところが利活用の姿か

なと。 

 次のページ、１０ページはいっぱい書いてありますけれども、利活用を実現

するための取り組みの一つとして、環境の整備というところがあるだろうと。

これについては大きく３つ書かせていただいて、１つは気象ビッグデータの円

滑な流通の促進、２つで利用者における情報へのアクセス性の向上、３番目の

ところで技術革新に応じたというか、１番目や２番目を実現していくというの

は制度の見直しといったところがあるのではないかといったところでございま

す。 

 ビッグデータの円滑な流通の促進の中では、こちらに書いてありますけれど

も、品質を見える化していくといったことが必要なのではないか。あと、基盤

的な気象データの拡充と取得利便性の向上、右側のほうですけれども、そうい

ったもののためには基盤情報になっている気象庁を含むさまざまな主体による

膨大な情報やデータというのがあるんですが、そこのところをうまく協力して

いくというのが大事であると。気象庁としてはそういったもの、みずから持っ

ているようなものというのはもちろんのこと、さまざまな主体によるデータで

融通の促進やオープン化を図っていく政策が求められるんだろうと。 

 こういったものを民間事業者さん等も入っていただいて、組み合わせて活用

するといったことによって、最終的には個々の国民の皆様も含めて、インター

ネットでいつでも、どこでも、誰でもといったようなアクセス可能に、こうい

ったような環境の整備というのがあるんじゃないか。全体のところで見て、一

つのプラットフォーム的なイメージがあるのかなといったところでございます。 

 その中のところでビッグデータの円滑な流通の促進というところについては、
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一つは、１１ページでございますけれども、利用者の目的に応じて適切なデー

タを活用できるよう、先ほども申し上げましたけれども、さまざまな主体によ

るデータの品質の見える化といったものについての環境整備、それから制度面

も含めて、検討して、数年後の実現を目指すというふうに書かせていただいて

いると。 

 もう一つの基盤的な気象データの拡充と取得利便性の向上のところについて

は、広く国民一般の利用に資する気象庁のデータについて、提供の拡充、機械

可読形式による提供やアクセス方法の解説の公開、取得利便性をとにかく向上

させていきたいというようなお話でございます。 

 アクセス性の向上といったところについては一番上になりますけれども、１

２ページですが、パーソナライズされた情報へのニーズが高まっていると。一

方で、信頼ある情報の流通を推進していくことが大事であるというところで、

気象庁が行うべきこと、民間事業者さんに委ねるべきであろうというところが

あるはずですが、気象庁は、先ほど申し上げたとおり、ホームページは改善す

る必要があるんじゃないかというお話があるので、これの改善というのもある。 

 それから、今後ですけど、ＳＮＳによる情報発信の強化というのもあるので

はないか。フェイク等に注意というのはありますけれども、気象庁において正

確な情報を出していくといったところでは意味合いがあるんじゃないかといっ

たところです。 

 ただ、多様なニーズにどこまで対応していくという意味では、民間事業者さ

ん等のサービスというのがすごく大事であって、それによっていろいろ個々人

のパーソナライズされた情報といったものにも対応できるだろうというような

ことでございます。 

 １３ページのところ、これは制度を時代に応じたものに見直していく必要が

あるのではないかといったところです。気象業務に関する制度というのは、基

本的に気象業務法といったところに大体ありますけれども、大きく分けると、

観測に関するものと予報に関するものがあると。観測のところについては届け

出制とか、それから、検定の義務づけとかがあったりするわけですけど。今年



 -10- 

３月に一部検定に係る制度の見直し、緩和をしたんですが、今後とも品質の見

える化等を図った上での規制緩和の検討があるんだろうと。それから、予報業

務のところについても、１３ページの下のほうに、近年の予報業務許可を取り

巻く以下のような課題とありますけれども、例えば研究機関や民間における降

水の短時間予報の提供と。これは自動的に計算されるとあるので、そういった

ものについての予報業務というところでどう見るか。 

 それから、研究成果といったものは公表といった位置づけのものもあるかと

思うので、それを予報業務という中でどう見ていくのかとあるだろうと。今ま

で予報業務の許可制の中で大きな役割を果たした気象予報士というのがあるわ

けですけれども、予報士というところをデータアナリストといった観点のとこ

ろでさらに活躍していただく。こういう観点もあるだろうというところでござ

います。 

 次はリテラシーの向上についてでございます。リテラシーの向上のところに

ついては１４ページでございますけれども、情報・データの利用者である方々

と積極的に対話・連携を推進していくというところが必要だろうと。その連携

を踏まえたソリューションの促進をしていきたいといったところです。こうい

ったところは、真ん中に絵が描いてありますけれども、利用者との対話・連携、

リテラシーの向上普及啓発、連携したソリューションの促進とありますけれど

も、これについては気象庁のみならず、さまざまな関係機関や事業者の皆様等

が連携して、いかにうまく回していけるかといったところなのかなと。それで

対応していくものとして、地域防災とか、生活の分野、さらに経済の分野、さ

っき言った３つに関係しているわけですけど、そういった分野のところに貢献

していくというところがあるんだろうと。 

 地域における防災のところ、これは昨年度、地域における気象防災業務のあ

り方検討会のところでご議論いただいて報告書が出ているというところですけ

れども、市町村等で情報を理解・活用いただくための支援を推進していこうと

いったところであります。平時からの理解・活用というか、読み解きといった

のについて、取り組みを一層推進したりであるとか、そのためには防災関係機



 -11- 

関と連携した取り組み、一体的となった取り組みが大事であるといったお話が

あるところでございます。 

 それから、１６ページのところに行っていただいて、リテラシー向上を通じ

た的確な防災対応や活力ある生活。防災と生活をくっつけてありますけれども、

これに関連した関係機関と連携した住民への防災気象情報の利活用促進と安全

知識の普及啓発、こういったものについては先ほどちらっとありましたけど、

学校とかと連携して、教育といった観点のところでまずやっていくというのも

ありますし、それから、先ほど研究成果をオープンにするためのものもあると

いうところがありましたけど、ＩＣＴを活用した市民参加型の科学研究、シチ

ズンサイエンスといったものをうまく使うという手もあるんじゃないかといっ

たところです。 

 それから、正確な情報に関する普及啓発というのは、ＳＮＳをうまく活用で

きるといいかと。それから、気象庁がうまく活用すればよいといったところが

あると。あと、予報業務の許可制度というと、制度のところも検討すべきもの

は検討すべきですけど、趣旨を理解いただくというところもあるんだろうとい

ったところであります。 

 今度、訪日外国人観光客等といったところですが、この辺については言葉が

違うといったところがあるので、そういう意味では目で見てわかるというよう

な地図表示であるとか、多言語化を推進するといったのもあるんだろうという

ところです。 

 それから、２０２０年にオリンピック・パラリンピックがあるわけですけど、

気象庁では庁舎のほうが虎ノ門に移転するんですが、それとあわせて１階にあ

ります気象科学館がリニューアルすることになっています。この下にイメージ

が描いてありますけど、うまく外国人の方々にも、日本の四季、自然、気象を

体感できるコンテンツとありますが、こういうビジュアルなもののところでう

まく普及啓発が図れるとよいのではというところでございます。 

 それから、経済活動のところ、ここのところについてはＷＸＢＣ等を通じて

貢献していく。それから、先ほどちらっと申しましたけど、気象予報士が気象
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データアナリストとして活躍していただくといったところもあるんだろうと。

そういった中のところで気象庁として対話、人材育成、支援、環境と、こうい

ったところのお手伝いができればよいのではないかといったところがあるとい

うところです。 

 下のほうには利活用推進の具体例として、これは一例ですけど、気候に関す

るもの、それから、地震分野で長周期地震動の話を載せさせていただいている

ということです。 

 取り組みを推進する方策として、１つは前から出ているＰＤＣＡといったと

ころですが、目指すべき利活用の姿やそれに関する各種計画といったものを定

めた上のところで、そういった中のところで、防災、生活、経済活動といった

ところで、それぞれサイクルを回す。防災だとよく対応がどうだったのかとい

う振り返り。日常生活だと利活用状況の調査。経済活動だったらＷＸＢＣ、コ

ンソーシアムを通じて、うまく課題を把握してそれに対応していくというとこ

ろがあるのだろうと思います。 

 あと、連携ですね。最後、連携のところですけれども、産学官連携、それか

ら国際連携といったところです。これにつきましては、これまでもデータの利

活用というところでは関係機関、それから外国の機関、民間事業者も含めて、

連携して推進してきたところではあります。その例が参考例としてこちらに載

せてありますけれども。ただ、今後新たな分野での利用を促進して、新たなサ

ービスや価値をもたらすための方策が必要と考えております。 

 今後に向けて取り組むべき事項として、産学官連携や国際連携の一層の推進、

それからデータの利用環境やリテラシーの向上といったところ、そういったも

のを可能とするという観点で、気象庁としては体制であるとか、規制緩和等の

検討、基盤の構築、基盤といっても観測、予測の基盤というのもあるでしょう

し、それを提供していく情報通信的な基盤といったものもあるのかなというふ

うに考えているところです。 

 ご説明は以上でございます。 

【委員】  どうもありがとうございました。 
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 それでは、議論のほうに移りたいと思いますが、まず最初に前回のまとめに

関して何かご質問等ございましたら、委員の方からお願いできればと思います

が、いかがでしょうか。 

 ○○委員、お願いします。 

【委員】  すみません。４ページ目の「他省庁では競争的資金により産学に

研究を促すスキームがあるが、そういう予算のない気象庁では」とあるんです

けれども、ここのところでは、そのような予算を気象庁が獲得していく努力を

するという方向の議論はありませんでしたでしょうか。 

【委員】  たしか○○委員から幾つかやれる可能性がある……。どうぞ、お

願いします。 

【委員】  すみません。これはたしか私のほうでお話しした件だと思います。

例えば文部科学省や経済産業省だと産学官連携のプログラムがいろいろあると

いうことで、そういったのが気象庁でいろいろあるのならと思ったんですが、

現状ではそういった形はあまりないということなので、こういう発言でした。

でも、確かに分別してこれがいきなり出てくるというのは、こういう形も可能

なほうが好ましいしということをおっしゃっているんですよね。 

【委員】  そうですね。それを検討していただきたいという方向の議論がつ

け加わらないのでしょうかということなんですけれども。○○先生のご発言だ

ったことは覚えております。 

【委員】  そうですね。気象庁のほうからお伺いしましょうかね。普通であ

れば、こういった形のものがこれからはますます必要なんだから、そういった

仕組みをつくっていく努力をするというのが自然な流れだと思うんですけど、

どう考えたらよろしいでしょうね。 

【企画課長】  森でございます。今いただいたとおり、みずからそういう予

算をとれる工夫ができないかといったものは、当然、今後検討していかなきゃ

いけないところだと思いますので、意見としてそういうご意見はごもっともだ

と思いますので、そういうご意見もいただいたというところで、今後取り組み

させていただきたいと思います。 
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【委員】  どうもありがとうございます。そういう趣旨で書いてあるという

ことだと思っておりましたが、よろしいでしょうか。 

 ほかにご質問等ございますでしょうか。ご意見でも結構ですけど。 

 前回のまとめに関しましては、そんなところでよろしいでしょうか。そうし

ましたら、今日ご説明いただいた気象情報・データの利活用促進に関してご意

見、あるいはご質問がございましたら、委員の方からお願いできればと思いま

す。 

 ○○委員、お願いします。 

【委員】  何度もすみません。今日の１０ページから１２ページくらいのと

ころなんですけれども、多様なニーズへの対応を検討しようということで気象

庁の姿勢としては非常によい方向だと考えていますが、ここの資料の中ではど

ういうふうにデータを階層化して提供していくかということの検討が若干見え

るようになっておりませんで、何となく全てのデータを全てのニーズに対して

開いていこうという姿勢のように見えてしまうんですけれども、現実的にはそ

れは非常に難しいことですので、ある程度、どのようなデータはどういう対象

に向かってどういう提供をしていくかというところを、今すぐにでなくても検

討していくという方向がもう少し具体的に見えたほうがよろしいのではないか

と思いました。 

【委員】  非常に多様なデータがありますので、需要も頻度も違うだろうし、

実際に提供するサーバー等の容量の問題もあると思いますので、それに階層構

造をつくって、目的に応じてうまく提供していくことを具体的に考えていった

ほうがよろしいという、そういうご意見だと思いますけど、気象庁側から何か

ございますか。とりあえず意見として伺っておくことでよろしいでしょうか。 

【企画課長】  ご指摘のとおりだと思いますので、この後、検討していかな

いといけない部分であるというふうには認識しております。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 ほかにご意見ございますでしょうか。○○委員、お願いします。 

【委員】  １１ページの上あたりですとか、何回か出てくるんですが、デー
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タの品質の見える化という言葉が、この後報告書とかまとめる上で、ちょっと

わかりにくいかなということを感じます。今までの議論からの理解では厳密な

データに基づく気象庁の元データとＳＮＳなどで発信して民間の会社さんが入

ってくるものですと、品質はこれぐらい、少し劣るんだけれども、こういうふ

うな活用ができますよといった品質を把握した上で活用するという理解かな、

という形だろうと今理解しています。ただ、品質の見える化とぱっと言われる

と、外にといいますか、こういった文章を通じての社会とのコミュニケーショ

ンではわかりにくいかなと、少し工夫が要るかなと感じました。 

【委員】  これは表現を少しわかりやすいものにするということでよろしい

でしょうか。 

【委員】  はい、それでいいと思います。 

【委員】  ありがとうございます。 

 ○○委員、お願いします。 

【委員】  どうもありがとうございました。ここまでの議論もよく踏まえて、

大体こんな感じじゃないかと思います。その上でこういう感じのことは入れて

もいいんじゃないかなという感想ですので、無理やりにじゃなくてもいいんで

すけどね。ちょっと申し上げておきます。 

 それはカスタマイズするというか、プライベート化する、個々の情報につく

り上げていくということで、そのとおりなんだけど、もうちょっと書きぶりと

しては、個々の人がいろいろなところに、住んでいるところも違うし、例えば

洪水の情報にしろ、降雨の情報にしろ、意味が違いますからね。こういう面は

あるんだけど、もう一歩行くと、地面の上を使っていろいろな活動をしている

わけで、例えば農業の人と商工業に従事している人じゃ気象現象に対するニー

ズも違うし、どういう人も地面の上で遊んでいるんですね。まちで遊んでいる

人にとっての気象情報と、ブームですけど、山で遊んでいる人のニーズは違う

し、実際山で遊んでて、気象がわかったのか、わからないのか、わからないけ

ども、そんなときにあの山に行くなよという人が子供と一緒に行って帰ってこ

れなくなっちゃったのもあったし、大いに国土の上で遊んでいく方向に持って
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いったほうがいい。それがインバウンド旅客のケアについてもそういう方向で

合っていると思うんですが、そのためには個々にカスタマイズするということ

と同時に、こういうジャンルのことについては気象情報をよりニーズに合った

ものにするという面があろうかと思うんですね。それを前回議論したような技

術開発としての高度化というんじゃなくて、ユーズに対する適切化といいます

か、そういうものなので、思います。 

 １つが、今申し上げたのは山ということなんですけれども、もう一つはマリ

ンスポーツ、あるいはウオータースポーツであるわけで、そこでもいろいろな

トラブルが起こるでしょう。その場合には気象庁的な情報と、河川管理者、あ

るいは海岸管理者的な情報と潮汐を伴う海保のような情報が全部一体化して出

ているのが望ましいわけですね。そういうようなことを模索していくべきであ

るというようなことがもうちょっとあってもいいんじゃないかというのが一つ

の意見です。 

 もう一つは、さらに模索してもいいんじゃないかと思うのは、ここに書いて

あるのはどっちかというと、雨が降ったら危ないよねとか、ひどいことが起こ

ったら危ないよねという感じのネガティブな現象をいかにアボイドするかとい

うところが中心になっている。これももちろんいいんですよ。いいんだけど、

我が国民というのは古来雨という言葉一つだって多様なものを持っているし、

季節の表現も多様なものがあって、雨についてどんな雨が降りますよ、それを

楽しもうじゃないですかというのは、なかなかここにはないよね。まだ。だけ

ど、例えば北欧ですと、オーロラが見えるかどうかの予想なんていうのが非常

に重要な気象──気象と言っていいのかわからないけど、天文現象かもしれな

いけど、そういうものになるでしょう。というような、森羅万象を大いに楽し

んでいくのが日本のカルチャーである。それのところに関する気象文化ですね。

気象文化情報というものをつくり上げていって、それを日本の売りにするなん

ていうのは、ここに書いてあることよりちょっと空想科学小説的に思うかもし

れないけども、それが日本の独自の観光を伸ばしていくという上では絶対的な

売りですよね。地面の上の風光明媚な地面側の情報と相まって、日本の素敵な
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環境をつくると。例えば天空の城とか。霧がこうだああだという予報とか、あ

れなんかその典型ですけど、ぜひそこを１つのジャンルとしてこれから考えて

いこうじゃないかぐらいのことを活用の側に入れていただけるといいなという

ふうに思うわけでございます。 

 以上２点申し上げました。 

【委員】  どうもありがとうございました。気象庁がどこまでやるかという

のはあると思いますが、少なくとも民間でそういうサービスをやろうと思った

ときに必要なデータは気象庁から手に入るという、そういうふうにしていくの

が望ましいのかなというふうに思われますが。 

【委員】  方法としてはね。ただ、方向性というのは国が出すべきことだか

ら。 

【委員】  気象データは、いろいろなジャンルでいろいろな使われ方がある

ことに思いを巡らせる必要があるという○○委員のお話は頭に置いておく必要

があると思います。どうもありがとうございます。 

 ○○委員、お願いします。 

【委員】  大した話ではないんですが、１６ページの下のほうに気象科学館

の新しいイメージというのがありますが、こういうのは非常にいいことだと思

うんですが、２０２０年、オリンピック・パラリンピックに合わせて訪日外国

人観光客を呼び込むって、やろうと思うと、結構大変な気がするんですが、こ

れはどのくらい本気でやるか、やるならかなり決意して、それこそ民間企業を

巻き込んでとか、相当凝ったコンテンツをつくらないと観光客は来ないですよ

ね。報告書用に書いてあるようなレベルの話なのか、本気で気象庁がエンター

テインメントみたいなことをやるぞというのか、これはどんなトーンなんです

かね。 

【委員】  気象庁のほうから何かございますか。 

【参事官】  参事官、韮澤でございます。今ここに書かせていただいており

ますものは、気象庁の予算の中でやれるだけのことをやろうということで、そ

の中でシアターのようなものを設ける予定でございます。シアターのコンテン
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ツはピンからキリまでいろいろございますが、観光客がたくさん来てくれるコ

ンテンツが作れるよう、努力しているところでございます。 

【委員】  いろいろな制約のもとで努力されるということだと思います。あ

りがとうございます。 

 ○○委員、お願いします。 

【委員】  どうもありがとうございました。３点ほどになるんですが。１点

目は９ページに従来から示されていた利活用の姿というのがあります。こうい

うたてつけで結構だなというふうにずっと思ってはいるんですけど、いまだに

そう思ってはいるんですが、今回特に新しいビジネスへの対応みたいなものが

かなりクローズアップされています。それはよくわかります。ただ気象業務法

に書いてある２番目の交通の安全というような言葉、コンベンショナルではあ

るかもしれないけど、従来から大いに貢献してきた航空の分野や船舶とか、日

本は島国であるし、周辺も含めてそういう安全を確保していくというところは、

自動運転車みたいなところだけに、ビジネスとしてはわかりますけど、狭めら

れるものでは決してなくて、新しいところに向かっていくという部分での経済

や生活との関係と同時に、従来からきっちりと担ってきているさまざまな交通

分野に対して格段の安全を保障できるんだとか、そういうことは非常に重要だ

と思います。そのあたりがエンドユーザーが中心で書かれてくるものだから、

ちょっと見えにくい感じもしまして、そこら辺どこかでフォローしていただけ

るとありがたいなという気がしました。たまたまそういうふうに感じたという

ことです。 

 それから１０ページに、これは先ほどの○○先生のご発言にも若干かかわる

と言えばかかわるんですけれども、データ・ドリブンという言葉は流行のよう

に使われている感じもあります。けれども、あんまり品がない言葉だと私は思

って、特に品がないのは後ろに社会をつけたとき。文化とはかなり遠い部分だ

と思いますけれども、データ・ドリブンの社会というものの危うさというもの

もある程度理解した上で、この利活用について考えていくんだというのが、お

そらく気象庁さんの立場だと思うので、データ・ドリブン社会というのを安易
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に使って牽引するんだというのはちょっと品がないところに便乗している感じ

があるなと思いましてね。こういうことを言い出した人も言葉を変えたりして

います。データ・エンリッチというような言葉に変えるとかね。ドリブンとい

うところまで激しくデータによって引っ張ってしまうとはしないとか、言葉遣

いの工夫をしたりしますので、ちょっと工夫していただいたほうがいいかなと

いう気がしました。 

 最後にもう１点だけ。１８ページのＰＤＣＡのところで、こだわるようです

けれども、最初に出てくる文章があります。ここは目指すべき利活用の姿やそ

れに関する各種計画についてＰＤＣＡをしていくんだという。計画という言葉

が入っているんだけど、各種計画ということで、ここで言っていることはＰＤ

ＣＡというのも、しょせんは様々な分野よりも、気象業務の中の個々の開発計

画や何かのところでちゃんとやりなさい、全体では見ませんよと言っているの

に等しいのでね。そうじゃなくて、逆に、まさに気象業務全体を見渡しながら、

２０３０年の技術開発も一定程度見込んでＰＤＣＡをやっていくはずなので、

各種計画においてというのは問題が出てくる言葉に見えるんですね。 

 ですから、全体を横断的に見ていくような計画や、あるいは政策というか、

計画でしょうね。技術開発及び利用活用に──利用促進かな。利用活用かもし

れませんけど。その計画を確立して、それに対してのＰＤＣＡを行っていくよ

うな、そういうことであれば、当然ＰＤＣＡをやらなきゃいけないねというこ

とになるんだけど。ここに書いてあることは、どうもそうは見えないという気

がしますので、今後ちょっとご検討いただきたいなと思います。 

 以上です。 

【委員】  貴重なご意見をありがとうございました。データ・ドリブンとい

う言葉は私もかなり抵抗を感じていて、コメントはさせていただいていたんで

すけれども、これに代わるよい言葉があればぜひ考えていただければと思いま

す。 

 ○○委員、お願いします。 

【委員】  すみません。発言の機会をありがとうございます。２点ありまし
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て、１つは１６ページにある気象科学館なんですが、既にご指摘もいただいて

いるところで、どんなものになるのかなというのが、ちょっと期待、わくわく

しております。東京駅にも近いですので、新幹線に乗って、山、川に行く前に

ちょっと見ていただけるような、そういうようなところになっていってほしい

なというところがございます。そういうふうに考えますのは、○○先生からも

前向きなご指摘があったところですけれども、外国人旅行者が日本に魅力を感

じていらっしゃるってやっぱり日本の四季があるんですね。加えてリピーター

になるためにも四季がそれぞれに移ろっていく。桜が咲くころに来たから、今

度秋に来ようねとか、いやいや、夏もいいよということで、シーンを変えて日

本に来てくださるというところの原動力にもなるということであります。 

 ただ一方で、○○先生、山岳のことをご紹介いただいて、それが当てはまる

ことなんですけれども、日本の山というのは非常に垂直的な高度の多様性があ

るものであって、また、山の懐の深さとか、地形の関係からも、海外の、特に

訪日外国人旅行者の送客元であるアジアの近隣諸国の山と随分違う状況が起き

るものなんですけれども、そのことについての理解が実はあまり進んでおりま

せんで、軽装でいらっしゃったり、６月末、７月頭だと言っても、３,０００メ

ートル級は上に雪があるということも知らずに、さすがに最近は半袖、短パン

で富士山に登るという勇気のある外国人は少なくなってきたと思いますけれど

も、日本の山独特の、あと北海道なんかに行きますと、本州と高度の感覚が随

分変わってまいります。北海道の２,０００メートル級の山は本州の３,０００

メートル以上の山みたい。そういうところがしっかり情報提供していただける

というところはまだまだないものですから、こういう気象科学館における発信、

もしくはここでつくっていただいた説明の材料がいろいろなところで活用され

るということがとても重要になってくるかなというふうに思いました。 

 韓国人の方を中心に山での事故が実は増えています。山での事故は各都道府

県での山岳救助隊の方々ですとか、地元の方々が検討を始めていらっしゃるん

ですけれども、保険等にも入っていらっしゃらない外国人旅行者の方が遭難い

たしますと実費そのままかかってまいりまして、お支払いいただけなかったり、
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ヘリコプターが何回か飛ぶとかなりの額になるんですが、それも難しいかなと

いうところもあったりいたしますので、そういうような情報提供もあるといい

なというふうに思った次第です。 

 それと２つ目は、１３ページだったと思うんですけれども、気象予報士さん

の制度を変えるという拡充の方向に行くんでしょうか。気象データアナリスト

という役割も担っていただくということで、私たちの気象に関するリテラシー

の向上という観点からは気象データアナリストさんがたくさんいて、いろいろ

なところで活動して、私たちに気象に関してトランスレーションしていただく

というようなこともとても重要になってくると思うんですが、これは質問なん

ですが、気象予報士さんというのは業務独占の資格だと思うんです。これを名

称独占とか何かに変えていって、供給を増やすというお話なのか、今ある制度

のまま、気象データアナリストのような活動もされていくということなのか。

まだこの段階では制度設計について、詳細はおっしゃれないと思いますけれど

も、どんな方向で制度を設計し直されるのかなということについてお聞きでき

たらと思います。 

 あわせて業務独占から名称独占ということであれば、観光の分野でついこの

間、通訳案内士の業務独占から名称独占へということに十何年来の課題を解決

することができましたが、この分野においては反対される方とかいらっしゃる

のかなということを教えていただければ大変ありがたいです。 

【委員】  私の理解は気象予報士の資格でそういう仕事をされるのではない

かというふうに思っておりますけれども、気象庁のほうから何か。 

【情報利用推進課長】  お尋ねありがとうございます。情報利用推進課長の

木村でございます。○○委員がおっしゃったうちの後者のつもりでおりますけ

れども、いろいろ検討はしていきたいと思います。今分科会長もおっしゃった

ように、もともと気象予報士について時々の調査などを行っておりまして、５

年前にもそういった調査をして、そういったものも踏まえつつ、今、地方自治

体で活躍できるような気象防災の専門家というものも地域防災力向上の枠組み

の一環としてやってきているんですが、そういったことを今度はビジネスの場
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に広げていければということであり、必ずしも資格制度の拡充というわけでは

ございません。必要な研修でございますとか、そういったものを行い、また、

そういう道があるということをお伝えしていく。キャスターになりたい方とか、

腕試しの方もいらっしゃいますけれども、そういった方に企業の中で気象デー

タアナリストとしてのニーズ、生きる道があるといったことなどもお伝えして、

必要な研修も行う、そういったことを主として考えております。 

【委員】  ありがとうございます。 

【委員】  どうもありがとうございました。外国人の方への情報提供につい

て伺いたいんですけれども、例えば旅行に来られる方というのは旅行業者を通

してとか、そういう形になっている場合は旅行業者がそういう情報を提供する

ようなシステムというのはできているんでしょうか。 

【委員】  まず、先生のご質問には、旅行業者にとっては義務は課されてお

りませんので、サービスでそれこそその旅行会社がよりよい旅行をしていただ

くために能動的にサービスとしてたくさんの情報を与えるという中に気象に関

すること、服装はどういう服装をしていったらいいかみたいなところからやっ

て、提供していっていると思いますが、義務ということではないということが

１つです。 

 それと、日本に来る外国人旅行者で、旅行会社の団体ツアーパッケージを使

うという割合が大変減ってきておりまして、個人でネットで予約してくるもの

ですから。そうすると、航空券は航空券、宿泊は宿泊というような単品での予

約をしてきてしまうと、気象に関するそういう情報をとる場所がないというこ

とになります。ですので、今観光庁が運営しておりますが、資料の中にもあり

ます Safety tipsというプッシュ型のアプリで気象情報ですとか、いろいろな

災害情報をお伝えするものがあるんですが、これになるべく個人の方は加入し

ていただいて、情報をとっていただくというところがすごく大事になってくる

かなと思います。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 ○○委員、お願いします。 
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【委員】  ちょっと話題が変わりますけど、いいですかね。資料で言うと１

５ページあたりの話になると思うんですが、地域における防災対応とか支援と

いうところにかなり力を入れて書き込んでいただいていて、これは非常に頼も

しい、心強いというか、皆さんの期待に応える部分だと思います。これは去年

の別の委員会の議論を受けたところでもあると思うんですが。ただ、これは全

く私個人の意見なんですが、大きなくくり、位置づけは理解、活用力向上の取

り組みという枠組みの中で地域防災力の向上というのを位置づけてあって、全

体の議論の進め方が「技術開発」と「利活用」という大きな２つの柱になって

いるからおさまっていると思うんです。しかし私は、これは利活用におさまら

ないテーマじゃないかなと思っていて、私個人は、もっと独立して防災力の向

上のために、これからこれをやっていくという立て方もあるのではないかと思

うんですね。 

 ここに書いてある内容は全くそのとおりで、中段に去年の検討会の報告の中

でこういう指摘があると引用されています。「地域の市町村や自治体や国の出先

と一体となって一層貢献する」というところですね。これがまさに志だと思う

んですけれども。これはある意味、気象庁が出す情報を利用してもらう、活用

してもらうということですが、それをある程度踏み越えて、気象庁がもっと主

体的に防災や減災に取り組んでいるという意思表示だとうかがえるんですね。

これまでのこの分科会の議論の中でもそういった言及はあったかと思うんです

けれども。ですから、それは大河川の流域の協議会もそうですし、火山の防災

協議会もそうですし、地域で気象庁が市町村あるいは関係機関、出先の人が中

心になってリードしていくと。各機関に利用してもらうということを一歩踏み

越えてやっていこうということと私は受けとめていて、そういう少し積極的な

言及、書き込みというのかな、決意表明みたいなものとあわせて、これはいわ

ゆるリテラシー向上におさまらないのではないかという、一本で立ててもいい

んじゃないか。これは、実は、最後のこの後ご説明があると思いますが、提言

の書きぶりともかかわってくる部分だと思うんですけど、これは１つの私の意

見と聞いていただければいいと思います。 
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 以上です。 

【委員】  どうもありがとうございます。これは提言を書くときにどういう

スタンスで書くかということにかかわってくると思いますので、どうしましょ

うかね。提言の骨子に関わる議論のところでもう一度、議論させていただくと

いうことでよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

【委員】  そうですね。結構です。 

【委員】  ○○委員、途中からいらっしゃったんですけれども、資料をごら

んになっていますでしょうか。今日始まった気象情報・データの利活用促進と

いう部分に関して、気象庁から説明いただいて委員の方からご意見を伺ってい

るところなのですが、もし何かご意見いただけるようでしたらお願いしたいと

思います。 

【委員】  そういう意味だと、今日、何回か議論させていただいてこうして

立派な形でおまとめいただいてありがとうございます。それで、大分まとまっ

ておりますので、個々の具体的なというか、全般的なことに関する感想という

か、意見ですけれども、僕もデータ関係のことということで、いろいろなこと

を見させていただいていて、こちらの気象の分野というのをデータの利活用と

いう観点で見ると、分野によっていろいろな課題は種類があって、データを使

うときに、データがないことが課題な分野とか、あとデータを使ったりすると

きのテクノロジーとか、スキルがないということによる課題であるとか、使え

る制度が不十分であるとか、そういった幾つかのことがあったときに、気象の

分野というのは、データはたくさんあるような気がしていて、最大の課題は何

かといったら制度なのかなと、何回かこの中で申し上げていますように思って

いますので、そういう意味でここの中で規制改革といったことで大分書き込ん

でいただいていますので、そこが僕にとっては書き込んでいただいて、重要な

ところだったかなというふうに思います。 

 もう一つ、今後、この辺の表現でも区別したほうがいいかなと思っているの

は、情報ということと、データということの区別で、今まで情報は気象庁さん

のほうでデータを観測して、国民にわかりやすい形に直すところまで、全て気
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象庁さんのほうでやられて、ページで出してきていたのかなと思うんですけれ

ども、オープンデータとか、こういったデータ利活用の時代になってくると、

もう少しフローは違って、気象庁さんが情報をもちろん出しますけれども、デ

ータを出すと。データというのは、おそらく国民の方が直接見るものではなく

て、これは国民の方に気象の状況、災害の情報をお伝えする、別のプレーヤー

さんがいらっしゃって、その方に出すのがデータであると。真ん中のもう一つ、

僕らの業界ではよくサービサーとかいうんですけれども、そういう人たちが情

報を出していくといったときに、そういうフローになっていくというところで

制度を考える必要があるかな。また、リテラシーを考えるときも、今ここでは

国民の一般の方のリテラシー向上が重要だと思いますけれども、もう一つ、真

ん中に立って国民に対して気象情報を出していく方の専門的なデータをきちっ

と分析するスキルアップであるとか、そこのテクノロジー向上であるとか、そ

ういう部分も同時に進めていく必要があるのかなというふうに思いました。 

 以上２点でございます。 

【委員】  どうもありがとうございます。多分後者のほうはもちろんそうい

うデータを受け取った方のリテラシーということもありますけれども、もう一

つの点として先ほどちょっと出ていた気象データアナリストみたいな、そうい

う方の活躍する場所もあるようになるのかなと思います。 

【委員】  そうですね。そういう気象データアナリストだったり、今、例え

ば、気象予報士さんとか、そういうこともそういう役割だったかと思いますけ

れども、僕もよくわからないですけど、例えば従来の気象予報士さんのリテラ

シーとしてそれこそ○○先生の言われるＡＩ的な考え方とか手法とか、そうい

うものは今まで全然別個だったんじゃないかなと思うので、そういうような人

たち、だから気象アナリストみたいなデータというのはそういう分野の人材と

いうのも必要になってくるのかなと思うんですけどね。 

【委員】  ＡＩの知識も持ったような専門家も必要になってくるであろうと

いうことですね。 

【委員】  一般の人が持つ必要はないと思いますけど。 
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【委員】  どうもありがとうございます。 

 ○○委員、お願いします。 

【委員】  前のほうのところで私も言ったんじゃないかと思うんですが、要

するに、空気の情報というより、大気というのは、そこにはいろいろな情報が

詰まっているわけで、国民の生活から、産業から、レジャーから、いろいろな

ところに影響する非常に重要な資産であって、それが国民の共有の財産である

という言い方をしたほうがいいと思っているんですけれども。もちろん空気だ

けじゃなくて、地面の下もそうですけど。そのときにその裏腹になるのは、こ

こにあるような、要するに、規制緩和によって民間事業者がいろいろな加工を

して、いろいろなおもしろいのを出そうじゃないですかというのは一つの方向

なんだけど、国民共有の財産であるということの裏腹は、ある部分までは誰で

もが簡単にアクセスできて、しかもお金も払わないでよくて、最低限のことが

ちゃんとわかるという社会というのの、背中合わせが国民共有の財産であって、

例えば大英博物館だって、ただで入れるわけでね。何人だろうと。そういうと

ころで言うと、共有の財産というのとセットで、僕は気象庁が出している週間

天気予報とか、普通の天気予報ってただだし、あれはなかなかよくできている

し、入っていくといろいろな情報がわかるからすばらしいと思う。あれ、ただ

で見れるわけですね。そういう世界の価値というのは厳然とあるんだと。しか

し、よりカスタマイズされたようなものまで、気象庁直轄でやっていくなんて

いうことじゃないからということでやっているので、ぜひ防災のようなことと

か、いろいろなこと、ミニマムなことというのはパブリックの財であるという

概念はある部分顕示していただきたいと思うし、ちゃんと確認していませんけ

ど、例えば先ほどの外国人についても、ある程度の知的状況にある人で、ある

程度の電子デバイスを持っていれば、週間天気予報なりが全部英語でプロバイ

ズできていれば、別に何の問題もなくそれで見れるわけですね。なっていたら

すみませんだけど。そういうようなところというのもちょっと抑えておいてい

ただきたいなと思うんですけどね。 

 以上です。 
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【委員】  どうもありがとうございました。 

 多分その方向のことは、先ほどの資料にも、外国人もアクセスしやすい情報

をなるべく提供するというという形では書き込んであったかなというふうに思

いますが。 

【委員】  公共財としてですね。 

【委員】  そうですね。ありがとうございます。 

 一通り委員の方からご意見は伺いましたけれども、ほかに何かご意見ござい

ますでしょうか。 

 今後の取り組みの点なんですけれども、現状でも気象や地震・火山のデータ

利活用は大学等とも連携してやっているというお話なんですけれども、大学等

で利用されているデータというのは、それぞれの学問の専門家が使うようなも

のが多いのではないかと思います。実際に産業で利用していただくものとか、

産業とのインターフェースになるような課題に関しての大学等での利用という

のはどれぐらい進んでいるのか、気象庁の方から教えくことはできますでしょ

うか。 

【情報利用推進課長】  情報利用推進課長でございます。大学での利活用で、

すみません、ちょっと確認させてください。産業への利用へのインターフェー

スに……。 

【委員】  そうですね。実際に企業で直接利用されている方はあると思いま

すが、大学等で産業とのインターフェースになるような基礎研究に利用されて

いる事例はどれぐらいあるのか、知りたかったんですけど。 

【情報利用推進課長】  データの利用形態や社会的な研究ということでござ

いますかね。 

【委員】  多分企業では直接利益につながるような課題についてのデータ利

用を一生懸命やられているところはあると思うのですが、大学等で、将来産業

利用してもらえるもとになるような研究のために気象データを利用するという

ようなことはどれくらいやられているのでしょうか。 

【情報利用推進課長】  例えば岐阜大学さんに応用気象研究センターという、
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まさに気象データを利用していこうという新たな組織が昨年春に設置されたと

ころでございまして、そこは予報業務許可も取っておられて、吉野先生という

方がセンター長をされていますけれども、そういったいわゆるアプリケーショ

ンのことを推進されたりしています。それから、あとは数値予報はもちろんで

すけれども、例えばリモートセンシングあたりが比較的利活用に近いところか

なと思います。ひまわりで新たなデータ、チャンネルが増えていますので、そ

ういったところの利用の研究というのもかなりありうると思っています。チャ

ンネル数が増えていろいろなことが見えてくるといったところがございます。 

【委員】  田中部長、お願いします。 

【地球環境・海洋部長】  大学だけではなく、むしろ研究機関だと思います

けれども、従来型ですけれども、農業、水産業、それから最近では環境対応の

さまざまな社会活動支援、あるいは都市環境、設計計画とかですね。ああいう

のに対して気象的なアプローチを相当されているところがあって、そことは例

えばうちの部ですと、農業関係、水産業関係とは常に連携しながら新しい使い

方についてご相談させていただいていますし、もう一つ、最近の話題としては

温暖化の適応策というのは出始めていますけれども、それをどう取り込むかと

いうことについては我々だけでは当然できないので、研究機関とどういうふう

な対応にどういうふうな情報を使うとどういう決断ができるのかという相談を、

今まさに進めているところでございます。 

【委員】  ありがとうございます。○○委員、○○委員にうかがいたいので

すが、ＡＩ等に関連する分野で、気象データを利用した研究はいかがでしょう

か。 

【委員】  そうですね。大学と産業という意味で、今計画中で、これから立

ち上がるのでどこまで申し上げていいかわからないんですけれども、僕、高知

県のアドバイザーをやっていまして、今年あたりから次世代の園芸農業を何十

億円とかけて、県も投資しながらやっていくといったときは、完全に産学連携

で地元の大学が農業系と情報系とが連携して行いますと。そういうところです

と、もちろん成育の状況のデータもとりますし、どういう養分を打ったかとか、
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そういうようなこともとりますけれども、当然気象データを使っていて、特に

日照は極めて重要だということで、日照の予報に応じて、僕も初めて知ったん

ですが、二酸化炭素って「打つ」という表現なんですね。二酸化炭素を打つと

か、養分をどれぐらいの時間でどれぐらい突っ込むかということは、十分制御

──そういうことは今までやられてなかったというようなことで、そういった

ことを大学と地元の農業とかが一体となってやっていくというような事業が、

高知だけじゃなくて、いろいろなところで起こっているんじゃないかというふ

うに思います。 

 また、水産業でも、遠洋漁業に出ていくときに、そこの海の荒れ方によって

行って漁ができないとガソリン代と時間だけでも相当無駄になってしまうので、

そのために事前にそこの状況というのは、自分たちでセンサーを置いたりもし

ているようですけれども、そういった気象のデータももとにしながら漁の状況

を決めるといったようなことを産学でやっているという話はそれぞれの地域で

あるんじゃないかというふうに思います。ただ、これからだと思います。今ま

であまりやられてないというふうに伺っているので、これからだと思います。 

【委員】  風力とかソーラーの研究の人たち、こういう気象データを使って

やっていますね。 

【委員】  そうですね。どうもありがとうございます。 

 そのほか、ここまでのところで何か追加のご意見とかございますでしょうか。

よろしいでしょうか。そうしましたら、提言の骨子の案を事務局のほうで議論

のために準備していただいていますので、こちらを説明いただいてから議論に

移ろうというふうに思います。 

 それでは気象庁のほうから説明をお願いします。 

【企画課長】  引き続き資料１についてご説明させていただきます。ページ

は２１ページのところでございます。提言骨子の案でございます。 

 構成というか、目次といったような形のところで、最初と最後に「はじめに」

と「おわりに」というのがございますけれども、その間のところで、現状と課

題、２０３０年の科学技術を見据えた気象業務の方向性、重点的に取り組むべ
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き方策、取り組み推進のための基盤的、横断的な方策という構成にひとまずこ

の案ではさせていただいているというところでございます。 

 中身、それぞれについて数行でとりあえず書かせていただいたというところ

です。「はじめに」のところは背景的なものを書かせていただいているというと

ころで、そういった背景を踏まえて、今後１０年程度、中長期を展望して科学

技術の進展を見据えた気象業務のあり方をご審議いただいたということになる

ことかと思います。 

 現状と課題のところについて、まず、（１）で気象・気候、（２）のほうで地

震・津波・火山、（３）でデータに関する利活用というふうにさせていただいて

います。（１）の気象・気候のところ、現状と課題をそれぞれ掲げさせていただ

いたというところです。この辺の構成は、地震・津波・火山のところでも（３）

のところでも同様な形の構成というか、現状と課題というところで並べさせて

いただいております。 

 この辺からもうちょっと丁寧に見ますけど、２０３０年の科学技術を見据え

た気象業務の方向性、２４ページのところでございますけど、（１）で２０３０

年における自然環境・社会情勢の変化、先端技術の展望と。今、適応策の話も

ありましたけれども、地球温暖化の進行、顕著な気象災害の深刻化、それから

地震の分野では南海トラフの巨大地震、首都直下地震、火山噴火等の発生のお

それ、少子高齢化の進行と人口減少社会の到来、地域社会で防災の担い手の減

少、外国人旅行者の増加と、こういったものが自然環境、社会情勢の変化とし

てある。一方で、ＩＣＴが急速に発展していて、Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０を挙げさ

せていただいていますけれども、そういったものであるとか、ＳＤＧｓ（持続

可能な開発目標）といったものにも寄与していこうと。 

 （２）のところがそういった２０３０年の科学技術を見据えた気象業務の方

向性として、①で目指すべき姿、②でそれにより実現される社会のイメージ、

③で実現に向けた取り組みの方向性といったふうな流れに、ここではさせてい

ただいています。 

 目指すべき姿といったところでは最新の科学技術といったものを不断に取り
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入れて技術革新を行い、その成果である気象データ・情報が国民共有の財産、

必要不可欠なソフトインフラとして社会のさまざまな面で活用される。これに

よって一人一人の生命財産が守られ、しなやかで、誰もが生き生きと活力のあ

る暮らしを享受できるような社会に寄与していきたいという姿を書いて、それ

により実現される社会のイメージとして、１つは防災といったところで、自治

体や高齢者を含む地域住民、外国人の旅行者等、各主体に理解・活用され、そ

れぞれが的確な防災行動をとれる。一人一人の活力ある生活では、生活シーン

に応じたパーソナライズされた情報の入手により、個々の人の生活の質、快適

性を向上。経済活動等におけるイノベーションといったところではさまざまな

産業分野における先端技術と組み合わせて活用され、多様なサービスを創出、

生産性を向上と。 

 実現に向けた取り組みの方向性といったところでは、ユーザー目線に立って、

社会的ニーズを踏まえた目指すべき水準に向けて、産学官や国際的な連携のも

とで最新の科学技術に対応しつつ、技術開発や情報の利活用を推進し、気象業

務の発展というものに努めていくと。気象庁のみならず民間も含めて、全体と

しての気象業務の発展に努めていく。 

 重点的に取り組むべき方策。２５ページでございますけれども、観測・予測

精度の向上というものと、２６ページのほうは情報・データの利用環境、リテ

ラシーの向上といった形にさせていただいていますけれども、観測・予測精度

の向上では、①で気象・気候分野、②では地震・津波・火山分野というふうに

させていただいています。気象・気候分野のところでは、防災分野はもちろん、

社会におけるさまざまな気象サービスを根底から支える数値予報の精度を大幅

に向上させ、社会基盤データとして提供できるよう技術開発、基盤の構築を進

める。現在の気象状況の把握から１００年先の予測に至るまでそれぞれのニー

ズに応じた技術開発、情報の高度化に取り組むといったところで、四角の枠の

中のところにもうちょっと具体的な例みたいな形で載せさせていただいている

と。 

 それから、地震・津波・火山分野のところ、予測技術の困難性というところ
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が言われているわけでありますけれども、予測技術の現状といったものを踏ま

えて、庁内外の観測データや最新のＩＣＴ技術を最大限活用して、時々刻々と

変化する現象を的確に把握・評価し、その現状、経過、見通しについて利用者

が状況や取得手段に即してタイムリーに活用できるように取り組むと。つまり

は、実況その他のところを最大限活用してＩＣＴ技術と相まって的確な情報提

供をしていきたいといったところであります。 

 また、さらなる技術開発を進めて、今後の見通しに関する精度向上を図って

いくということを書かせていただいています。 

 また、四角の中にはもうちょっと具体的な例を書かせていただいているとこ

ろです。 

 （２）のところで、気象情報・データの利用環境、理解・活用力の向上とい

ったところで、①が気象データを容易に取得・利活用できる環境の整備、②リ

テラシーの向上と。①のところではビッグデータの円滑な流通の促進、利用者

における情報へのアクセス性の向上、技術革新に応じた制度の見直し。リテラ

シーの向上のところでは防災関係機関等と連携した防災対応・支援。関係機関

と連携した住民への防災気象情報の利活用促進と安全知識等の普及啓発。訪日

外国人旅行者等に提供する気象情報の環境整備。経済活動への気象情報・デー

タの利活用の促進。 

 ５.のところで取り組み推進のための基盤的、横断的な方策として、ＰＤＣＡ

サイクルによる不断の改善。それから、大学等研究機関、各事業者、さらには

国際機関とのさらなる連携。これらを可能とするための体制の強化や基盤の構

築といった形にさせていただいている。これまでご議論いただいた、基本的に

はその流れに沿った形で骨子の案を作成していただいているというところでご

ざいます。 

 ご説明は以上でございます。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 そうしましたら、骨子案についてのご意見をいただきたいと思いますが、先

ほどの○○委員のお話ですけど、地域防災はリテラシーのところだけにおさま
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らないのではないかというご意見だったと思います。現在の構成案は観測予測

精度の向上と利用環境、理解・リテラシーの向上という仕分けになっているん

ですけれども、どういう形でこれを記述したらいいかということなんですけど

も……。 

【委員】  あくまで私の意見なので。要素としてはおさまっていると思うん

ですね。その整理の仕方で、リテラシーの向上という中に入ると、つまり、利

活用してもらうというところにみずから枠の中にはめてしまうような嫌いがあ

るのではないかなということを若干思うのと、防災あるいは減災のためにこれ

までよりももっと踏み込んで、２０３０年に向けて取り組んでいくよという、

その意思表示としても別立てで立てる方法もあるのかなということですね。特

にこれまでの議論とこれまでの資料の中で、地域の中でのほかの機関との役割、

協力、さらに一体的にやっていくというところはあるんですけれどもね。 

 さらに申し上げると、１つ抜け落ちているとすれば、地域の中で防災力向上

に重要な役割を果たしていくという言及はあって、はっきり示していただいて

いると思うんですが、じゃ、国全体の中ではどうなのかというところですね。

これはほかの省庁のことをああだこうだということはもちろん言及する場では

ないんですが、２０３０年の日本のこの国の防災のあり方を考えた上で、ほか

の省庁と連携して、あるいは組織を変えてもいいと思いますけれども、一体的

に取り組んでいくという、そういう言及が欲しいなというふうには思います。 

 そういう意味で、例えば１項目、防災力向上のための取り組みというような

項目の立て方を最後にしてもいいのではないかというふうに申し上げたのは、

最近ちょっと感じた例があって、最近の気象庁の、あるいは防災の面ですごい

トピックとして、洪水警報の危険度分布という、表面雨量指数などから川の水

位を想定して、これまでできなかった、ほんとうに中小の河川の洪水の危険度

も視覚的に、紫、薄紫、赤、黄色というふうに示して、最近の防災のヒット商

品だと思うんですけれども、今年２回目の雨期で利用されていますが、一方で

国交省の水局が簡易水位計（危機管理型水位計）というのをやっていて、これ

まで７,０００カ所ぐらいしかなかった水位計を簡易水位計で、それをさらに９,
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０００増やしていこうと。それはいわゆる簡単なＩｏＴなんですけれども、ク

ラウドに載せて、誰でも利用できるようにしようという取り組みがあって、当

然一緒にやっているんだろうなと思っていたら、聞いてみたら全然別々なんで

すね。例えば気象庁の危険度分布はシミュレーションですから、それと実測の

データを突き合わせることで非常に可能性が広がると思うんですけれども、将

来的に考えられますが、今のところは、全然、水局は水局、気象庁は気象庁で

個々でやっていると。 

 例えば防災庁みたいなのがあったらこういうことにならないのかなというふ

うにふと思うんですね。これは気象庁の側から言えることというのは限られて

いると思うんですけれども、２０３０年を見据えた上で、国の防災のあり方に

も気象庁としてこうやっていくよという姿勢というのも言及してほしいなとい

う思いがあります。それが冒頭申し上げたような、先ほど申し上げたような柱

立てにかかわってくる、そういう意見です。 

【委員】  どうもありがとうございました。これについては構成を検討して

いただくということでしょうか。今の仕分けと、防災とそれ以外というものと、

４つマトリックスがあるのですけれども、そこをどういうふうに整理するか、

検討して記述する必要があるかと思います。ありがとうございました。 

【委員】  僕も、今、○○さんのお話を伺って、そう難しい変更をしなくた

って行けるなという感じがしますね。（２）のところの①と②のタイトルのつけ

方次第でがらっと変わるからね。分科会長がご心配されるほど大それたチェン

ジしなくてできるから、ぜひ○○さんがおっしゃるような国民のために貢献し

ていくぞと。そのときには防災力を総合的に上げるように、ほかの部局と十分

綿密にやってほしい。がらっと変わるくらいにやるんだぞというぐらいのこと

を確かに書くべきですよね。 

 それと別のことを申し上げるんですが、理解・活用力というんですか、リテ

ラシーと書いてありますけれども、そこのことに関係してちょっとどうかなと

いう感じがするんだけど、２５ページのほうではとにかく予測精度向上だとい

って、現在の気象情報から１００年先の予測に至るまでと書いてて、ぱっと見
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る限りは、すごい予測精度が高くなるぞと言っているかのように見えるんだけ

ど、そんなはずはないわけであって、むしろできっこない世界とできる世界を

ちゃんとわかるようにするということ自身がリテラシーですよね。そこのとこ

ろが、後ろはそういう意味を含んでいるリテラシーなんでしょうけど、少なく

とも２５ページの表現は気象庁自身が一番リテラシー、わかってないかのよう

なことじゃいけないので、もうちょっと冷静な表現が欲しいし、地震のほうに

ついては随分、平田先生なんかと僕は友達なんだけど、変わりましたよね、表

現の仕方が。それに匹敵するような、前も同じことを申し上げたんだけど、精

度はどういうものが期待し得るし、どういうものは期待できないのか。だけど、

期待できるところについてはもっとよくするぞ。でも、そうじゃないところに

ついてはそうじゃないことを頭に置きながら政策を打っていくんだというよう

なのが要るんじゃないかなという感じがしましたね。２５、２６の。論理的な

流れについては。 

 もう一つは、手前の３章に書くのかなという感じがするんだけど、業務の方

向性ですね。方向性で、表現がパッシブな感じがするんですね。いろいろな災

害、こんなことが起こっているよね、技術もあんなことになっているよねとい

う、何か研究機関が書きそうな感じになっててね。そうじゃなくて、さっき申

し上げたように、気象のデータというのはどういうものであるのかという理念

とか、国民との関係性とか、覚悟とか、そういうスタンドポイントについては、

３のところできっちりうたう余地があるなという感じがしましたね。あくまで

文章的なものになりますけどね。 

 感想です。以上です。 

【委員】  どうもありがとうございました。精度に関してきっちり記述して

いくということも必要だということですね。 

【委員】  どうもありがとうございます。このたてつけが２１ページに１か

ら６で骨子になっているわけですが、特に３の（２）気象業務の方向性という

ところで、３つに分けた、生活と防災、経済というんですかね、そういう将来

の目指すべき社会の方向が示されていくわけです。その実現のために特に気象
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業務というのは非常に重要な役割を持っていることははっきりとするんですけ

ど、一方で、それを具体的にやるのは４で、極めて限定的な技術面というのか

な、そこで限定しますよね。そうなってくると、先ほどの地域防災力の議論も

そうなんですけれども、やはり５のほうで実際に取り組みをする上で、連携と

いうような優しい言葉だけではなくて、データ活用みたいなものは連携でいい

んだけれども、安全を確保していくとか、高めていくというときの連携という

のはもう少し責任を伴うような、きっちりとした役割がそれぞれあってやって

いかないと実現できないというのが一般的にはよく言われていることです。逆

に言い方を変えると、気象庁としてはここまできっちりやりますよ、今まで以

上にこれだけの責任を果たしていきますよ、というのをはっきりさせて、一方

で、全体の安全、防災や交通の安全や経済の発展とか、あるいは利活用の推進、

こういうことのためにはそれぞれが責任を持ってもらわないといけませんよ、

という書き方、普通これがありますよね。今回その部分がないので、４．で受

けるんだけれども、何となくそのまますっと行ってしまうという感じがします。

それが大きな印象の１番目です。 

 先ほど申し上げたんだけれども、５のところにこの答申を受けて、気象庁さ

んとしては技術にかかわる全体の計画をきっちりとつくっていくべきです、と

いうようなことが書かれていれば、それはそれとして、分科会としてはそうい

うことを要請しているということ、気象庁さんとしては目指すべき方向性に照

らした全体の計画をちゃんとつくりますと。その憲法なり何なりを持ったら、

それのもとで全体が一丸となって進んでいきますよと。そうなってくると、そ

のときに我々がやるのはきっちりここですよとさらにはっきりしていくと思う

んですね。だから、その辺のたてつけとして、この骨子というか、提言がもと

もと分科会の立場なんですけれども、どういう立場で、どこまで書き込むかと

いうのがちょっとはっきりしていないなというのが２番目に言いたかったこと

なんですね。 

 ３番目、もう一つ細かいことを言いますと、２５ページの、先ほど○○先生

からも話がありましたけれども、四角の中に書かれていることが何となく気に
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なるというか。この四角の中に書かれている事柄それぞれが①と②のそれぞれ

に対応して書かれていますけれども、本当にこのレベルで書かれて終わってし

まうのか。あるいはこれは例示が書かれているだけであって、表現ぶりについ

ても多少曖昧なレベルで書いているだけで、これが骨子から提言になったとき

にはもっと具体的な目標水準を示していくとか。あるいは私は専門分野じゃな

いのでわかりませんけど、見通しという非常に多義的に使われている言葉遣い

が、その言葉が本当にこんなのでいいのかとか。その辺についてきっちりと、

少なくとも我々に、あるいは国民の方々にも、ここまで進めていくんだなとい

うことが伝わるような、そういう表現ぶりになるのかどうか。ちょっと気にな

りますね。例を１つだけ挙げると、例えば３日後までの台風の予測、２００キ

ロと言っているものをどこまで高めるんだというのは、これは今求められてい

るところでもあると思いますし、線状降水帯についてもたまたまここには精度

について書かれてないから、予測結果を示す範囲が広がるだけのように見える

んだけれども、そんなことでいいのかとか。いろいろ言い始めると細かいこと

はいっぱいあるんですけれども。その辺の書き方について、どういう気持ちで

今ここの中に四角が書かれているのか、ちょっとコメントをいただけるとあり

がたいと思います。 

 以上です。 

【委員】  どうもありがとうございます。気象庁のほうから何かありますか。

今の件ですけど。 

【予報部長】  すみません。予報部長からお答えいたします。もう少し我々

自身も具体的に、例えば台風であれば、実際３日前にどのくらいまで精度を絞

れるのか。それから、線状降水帯、どのような情報が提供できるのか。そこは

今のところ我々の中でもいろいろ議論して、具体的なこういったものであった

ら２０３０年で実現が可能であって、なおかつ役に立つような情報になるんじ

ゃないかということは考えております。実際どのような、例えば線状降水帯で

すと、ここに線状降水帯が起きて大雨になるというところまでの正確な予測は

なかなか２０３０年までには難しいので、そこの、例えば線状降水帯ができる
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可能性がどのくらいあるのか、あるいはそれが継続する可能性がどのくらいあ

るのか、こういったものならできるんじゃないだろうかということで今詰めて

いるところですので、最後の提言の中にはそういった具体的なことも書き込ん

でいきたいなというふうに思っております。今のでお答えになっていますでし

ょうか。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

【委員】  今のところで、そこはさんざん聞いたからわかるんだけど、予測

という言葉で統一されちゃっているでしょう。そこに誤解を生むと思いますよ。

もうちょっと表現を、確率の評価とか、いろいろなところで使っている、もう

ちょっとモデレートでリーズナブルな用語の使い方があるし、予測って引っ張

られますよね、どうしても。 

【予報部長】  そこはしっかり表現を工夫して、我々の持っているイメージ

がちゃんと正しく伝わるような表現にさせていただきたいと思っています。 

【委員】  どうもありがとうございます。 

【委員】  私のほうからは、「はじめに」の、今度提言のほうがまとまって、

社会に出していく、メディアを通したり、気象庁関連の担当の記者なども注目

されると思うので、その提言としてというところなんですが、どういうふうに

魅力を高めるかというところでご意見を述べたいと思います。 

 その意味で、例えば２１ページを見ると、全体骨子、こんな感じなんだ、ど

れどれ、どこがおもしろそうだろうというので、例えば、防災関係に強い認識

がある記者が見るところと、データの活用というのはちょっと新しそうだねと

いうので興味を持つといったあたりが出てくるかと思います。それから３や４

が中の中心としてめくっていくんじゃないかなと、私はそういう読み方をする

んですが、感じます。 

 あと、「はじめに」なんですけれども、これが２２ページのほうで「はじめに」

ってこんな感じと出ているんですが、ちょっとさらっとし過ぎかなという気が

しました。「はじめに」は多分２、３ページとか、全体の意識というふうに、報

告書の意識がどうなのかというのでメディア人としては見るんですけれども、
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この「はじめに」の項目を見ると、わりと普通の感じがして、もったいないな

という気がしました。 

 例えばここの項目ですと、ほかの省庁のほかの報告書でもおそらく同じよう

な言葉が並んでいて、あまりおもしろくないなという印象を持ってしまうと。

その意味で、例えばＩＣＴとか、データの話でいうと、ほかの省庁に比べて、

気象庁はデータ量がものすごく多いというふうに伺いました。そういったほか

とは違って、気象庁の報告、気象庁から発信するものとして、こんなふうに違

うんだ、こんな危険性もあるけど、こんな魅力もあるんだみたいなのが入って

もいいのかなと思いました。データ量は非常に大きいんだけれども、同時に防

災などにかかわるために規制も大きいんだというようなことを言われると、あ

あ、そうか、これは経産省がいうＩＣＴとは大分話が違うねみたいな訴え方が

できるかなと思いました。そういう意味で、なるべくここが魅力なんですよと

いうのが伝わりやすくなる書き方がいいかなと思いました。 

 以上、感想です。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 ○○委員、お願いします。 

【委員】  非常にディテールで申しわけないんですが、気づいたので申し上

げますと、情報関係をやっている人間として気になるのがＩＣＴ技術という書

き方が気になって、インフォメーション・コミュニケーション・テクノロジー

なので、テクノロジーの後に技術があるのはちょっと気になる。２カ所ぐらい

出てきて、ＩＣＴと言い切っているところもあるんですけど、それが１点。 

 同じような話を幾つかします。あと、２２ページのところで、僕気づいたの

は「（現状）気象庁は自ら観測ネットワーク」となっていて、課題のところを見

ると、「観測網」になっているので、どっちかに統一したほうがいいかなと思い

ました。 

 それともう一個ディテールなんですけど、ＡＩ等の新しい技術と書いている

んですけど、ＡＩ自身は１９５０年代からあるので、ＡＩの進展とか。ＡＩが

新しいと言われると、ちょっと。進展は新しいところがたくさんあるんだけど、
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技術で新しい技術と言われるとちょっとあれかなと思ったということですね。 

 もう一つ、これも言葉で気になったのは、２２ページの「はじめに」のとこ

ろで、２つ目の丸、「科学技術を巡る情勢が大きく変革」とか、「科学技術の進

展を見据えた」となっているんですが、以下を読むと、技術の進展、技術の発

展というのは随分あるんですけど、科学はどこにあるんだろうというのが下を

見ているといまひとつわからなくて、もしも技術のことだけであれば、技術と

言い切ってしまったほうがいいような気もしますし、技術とはまた違うところ

の進展があるのであれば、そこもどれぐらい、どんなすごいことがあったかを、

もう少し科学的観点でイメージもつけながら強調したほうがいいかなと思いま

した。 

 細かいことばかりですみません。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 ○○委員、お願いします。 

【委員】  おそらく４.の（２）のリテラシーのところに含まれてもよいのか

なと思うんですけれども、人材育成というキーワードが骨子にあってもよいの

かなと思いました。 

 以上です。 

 あえて言えば一番最初の２１ページのところと２６ページの②のリテラシー

の向上の中に含めるか、別に立ててもいいくらいのものかなと思うんですけど、

提言としては人材育成というのは重要なポイントかなと思います。 

【委員】  どうもありがとうございます。 

 ○○委員、お願いします。 

【委員】  後で言おうかと思っていたんですが、私も人材育成の話が気にな

っていたんですが、今回は２０３０年の科学技術を見据えて重点的に取り組む

べき方策ということで、方策のほうはもちろんちゃんと議論していただいてい

るんですが、２０３０年に誰がその方策を実現するのかという部分は議論が必

要かなという気がしていまして、今回資料をすごくうまくまとめていただいて、

特に前半といいますか、（２）でご紹介いただいた絵がいろいろ入っている部分、
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ものすごくよくまとまっていますので、例えばこういうのを小学生とか中学生

にわかるように、絵があるので結構わかる気がするんですね。子供たちに気象

予報というと天気予報だけを想像しているような気がするんですが、これを見

ているとそうではなくて、いろいろなところにそれが使われているというのが

わかりますので、ものすごく面白いと思うんですね。さっきの科学館とかでや

るよりも、こういうので何か冊子をつくって、例えば小中学生に配付すると、

今から１２年後に大人になって就職するような世代に訴えられるんじゃないか

なという気がしますので、提言だと直接関係ないかもしれませんが、絵がたく

さんある部分をうまく活用していただけるといいかなと思いました。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

【委員】  これ、タイトルは何になるんですか。提言の。案があるんですか

ね。まだないのかな。タイトル次第で単なる役所文書にもなるし、それなりに

マスコミでも取り上げられるネーミングにもなるし、よくお考えいただきたい

と思うんですけどね。まだないんですか。あるんですか。ちょっと教えていた

だいて。 

【委員】  基本的には資料１の頭の括弧のないものが今の案と思います。 

【委員】  これじゃ無理です。（笑）これじゃ全く無理だ。論外だよ。もっと

意思を感じる、理念を感じる、高い見識を感じるものじゃないとだめだと思う

ので、ぜひ悩んで、次回までに教えていただけたらと。 

 以上です。 

【委員】  どうもありがとうございます。一番重要なところだと思います。 

【気象研究所長】  研究所長の隈です。先ほどの○○委員の人材育成の話と

か、○○委員の気象分野での売りは何なのかという話で、１つデータの専門家

の先生方にお聞きしたいのは、データサイエンス等の人材育成において、気象

分野というのが結構重要な役割を果たすんじゃないかなと私自身は思うんです

けれども、ビッグデータであり人間にとって密接な関係を持つ気象というもの

がデータサイエンティストの育成に対して小中学生も含めてどういう役割を果

たすのかというのが提言に書けるといいなと思いますが、いかがでしょうか。 
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【委員】  何かございますか。 

【委員】  何とお答えしていいかわからないところですが、情報系の人から

見ると、応用分野ってあらゆるものがありますので、１００あるうちの１つが

気象という感じに残念ながらなっているのが正直なところだと思うんですね。

情報の人を気象に巻き込んでいくというよりは気象の人が情報のことを学んで

いくというほうが現実的かなという気がするんですね。さっきみたいな冊子を

つくるとしたら、子供たちが読んでいて、これからの気象は、ただ単に気象の

勉強だけをすればいいわけではなくて、コンピューターのこともわからないと

いけないとか、数学がわからなきゃいけないとか、そういうことを啓蒙してい

ただけると、人材育成にも役立つかなという気がしますね。 

【委員】  僕も便乗していいですか。気象はおもしろい世界のはずなんです

よ。だけど、そういうアピールが全然足りない。例えば雲は、あれは何雲とか、

ああいうのを教えなくなっているんだね。気象現象そのものがおもしろい。し

かも、そこに人文現象がかかわっていて、古来和歌とか俳句なんてめちゃくち

ゃに気象の世界ですよ。というような気象業務というのは決して数学好きがや

るんじゃなくて、地学が好きで、人が好きで、文化が好きでという世界だと。

そこにデータ処理能力もついたら鬼に金棒、こういう感じの、うたいとしては、

こんなに楽して人をのせることのできる分野はないというぐらいのものだと思

いますよ。ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 ○○委員。 

【委員】  気象庁さんをとても持ち上げるわけではないですけれども、今回、

この分科会に参加させていただいて、素直に気象庁ってすごいんだなと思った

んですね。これは一般国民にとって、この予算でこれだけのことをやっている

という。ちょっとええって思ったんですけども、倍ぐらいあっていいんじゃな

いかと。ちょっと置いておいて。ちょっと伸び率が欲しいですけども。でも、

気象衛星も上げなければいけませんし、非常に大きなお金がかかる部分という

のもあるなと思いつつ、通常きちっとした、非常に固定的な手がたい業務をこ
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れだけの予算でやっているのかと思って、かなりびっくり、それはそれで前振

りが長いんですが、提言骨子をお書きになられるときに、課題について非常に

フォーカスして箇条書きをされたのでこの印象になるのかと思うんですけれど

も、気象庁としての強みですね。ここまでのことはきちっとできているんだと

か、こういう役に立ってきたんだとか、世界的に見ても我が日本の気象庁はこ

れは進んでいるんだとか、自画自賛ではなくて、客観的に強みと弱みというよ

うな観点から、既に今培ってこられている強みについてもしっかり記載した上

で、将来に向けてのさらにやらなきゃいけない課題がこれだけありますという

ような書き方を常に心がけていただくと、非常に気象庁の強みを国民としては

身近なものとして共有したいなというところもありますので、そういう観点も

ぜひ入れていただけると思います。おそらく皆様方、とても聡明で真面目な方々

なので、課題はこんなにある、あんなにあるとお書きになると思うんですが、

バランスのとれた形で書いていただくほうが読み手としても安心しますし、さ

らなる発展を期待できると思います。そういった意味でも実施体制の強化をし

っかりしてほしいということを最後に書く意味でも、そんなふうな書き方をし

ていただけるといいかなと思いました。 

 以上です。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 大体時間になってまいりましたけれども、よろしいでしょうか。本日、骨子

案をお示しいただいたのですが、いただいた主なご意見としては、まず防災と

いうのは観測予測精度とリテラシー、両方が組み合わさって達成できるものな

ので、そこの書き方を少し検討してほしい。 

 また、２０３０年を見込んでというか、防災についてはほかの省庁とも兼ね

合いがあるので、どういう連携でやっていくかということもはっきりしてほし

い。 

 それから、最終的に気象庁はここまでやるということを明確に述べていただ

きたい。具体的に精度の問題もここまでやれるということを可能な範囲で書い

てほしいということがあったと思います。 
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 「はじめに」等で、気象業務の特色とか、強みとか、そういうこともアピー

ルするのが良いと思われる。 

 それから、２０３０年を見込んでは人材育成も重要ではないか。ほかにも多

くの貴重なご意見をいただきましたけれども、次回に向けてさらに充実して書

き込み、提言案をまとめられればと思います。よろしくお願いします。 

 そうしましたら、最後にその他といたしまして、顕著な災害を起こした自然

現象の名称について気象庁から報告があるということですので、ご報告をお願

いします。 

【防災企画室長】  企画課防災企画室、束田と申します。よろしくお願いい

たします。 

 では、顕著な災害を起こした自然現象の名称について、簡単にご説明いたし

ます。資料２の２ページ目をごらんください。気象庁ではこれまでも顕著な災

害を起こした自然現象に対して命名を行ってきました。平成１６年に１度現在

の考え方として今出しているような整理を行っておりました。しかしながら、

この考え方につきましては、例えば豪雨と地震以外の自然現象について名称を

つける考え方が明記されていないこと。あるいは顕著な災害をもたらした台風

の記載がないため、台風番号で記載することになるんですけれども、それでは

人々の記憶に残りにくいこと。また、豪雨については局地的に甚大な災害が発

生した際に目安としている家屋被害数に到達しない場合があるなど、幾つかの

課題が生じておりました。 

 次のページなんですけれども、そこで今回、気象庁は、顕著な災害を起こし

た自然現象の名称についての考え方を委員の皆様、あるいは有識者の皆様から

ご意見をいただきつつ、再整理することにいたしました。ポイントはここに書

いてあるんですが、時間もないので、より具体的なお話をしたいと思います。 

 次のページをめくってくださいませ。下線を引いた部分が現在の考え方から

の主な変更点です。まず気象災害については豪雨のみについての考え方が記載

されていたものを、（１）豪雨や豪雪、高潮等の気象現象。（２）で台風という

ことで明記することにいたしました。また、その際は家屋被害以外にも相当な
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人的被害、あるいは特異な気象現象による被害などのもので名称をつけるとい

う目安を明記することにしました。豪雪については従来から内部運用的な目安

になったものがあるんですけれども、それを明記することにいたしました。 

 ページをめくっていただいて、次に地震についてなんですけれども、震度観

測網が充実してから２０年ほどたちまして、事例の蓄積を踏まえて、これを見

直して、陸域ではマグニチュード７.０以上、かつ最大震度５強ですね。５弱だ

ったんですけれども、５強以上。それから海域ではマグニチュード７.５以上、

かつ最大震度５強というふうに変えております。また、相当の人的被害という

目安も明記することにいたしました。それからさらに、名称をつける対象に火

山も追加しております。 

 ここまでは自然現象についてですけれども、共通事項として元号表記を標準

とする一方、西暦の使用も可能にすること。それから、名称を定める時期につ

いては基本としてできるだけ速やかに公表するんですけれども、台風について

は災害発生後の応急段階では台風番号を用いることとして、翌年の出水期、５

月ごろですけれども、それまでに名称を定めること。それから、火山現象のよ

うに長期間にわたって現象が継続するような場合には、後日名称をつけられる

ということを明記いたしました。 

 最後のページなんですけれども、これまでも地方公共団体等が地域ごとに災

害について、独自の名称を用いることがあったんですけれども、これらに対し

ては伝承の観点から、可能な限り気象庁として名づけることに協力するととも

に、関連する資料を作成する際には気象庁としてもそれら独自の名称も利用し

て普及を図っていこうというふうに考えております。 

 名称に関しては以上でございます。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 もしご質問等ございましたらお願いしたいと思いますけれども。 

【委員】  人的被害のところなんですけど、情報として１つあり得ると思う

んだけど、何をお使いになるおつもりかはっきりわかりませんけれども、避難

者数というのが結構安定した数字ですね。たまたま死んだ人が少ないか多いか
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ということじゃなくて、避難というのはしますからね。それなんかが影響度を

物語っているし、それに避難の日数なんて掛けると長さのファクターが入るん

だけど、必ずしもけがをしたとか、亡くなったとかじゃないところも目を配っ

ていただけると、よりやりやすいものになるかもしれない。単なる情報ですが。 

 以上です。 

【委員】 今のお話しはご意見を伺ったということでよろしいでしょうか。気

象庁側から何かコメントはございますか。 

【企画課長】  相当の人的被害と書いてありますけれども、これをどういう

ふうに評価するというか、カウントしていくかというところのやつで、確かに

亡くなった人の数、けがをされた人の数というのはありますけれども、避難さ

れている方の数とか、日数とか、人的被害というところをどういうふうにカウ

ントするかということであろうかと思うので、社会的影響というところがそも

そも背景にあるところなので、それを避難者数等で見る場合もあるというとこ

ろでご意見を承ったというふうに考えております。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

【委員】  ちょっと話が違うかもしれませんけれども、先ほどのいろいろな

データ利活用促進の方策とかということとの一貫性を考えると、こういった名

称というのは災害とか現象に対する識別子なんだと思うんですけれども、名称

も大事だと思いますけど、本質的にはＩＤ番号をつけるべきじゃないかなとい

う感じはします。特にこの後のデータの利活用とか、こういった結果もだんだ

んアーカイブしてとっていったりとかするときに、名称は自然言語なので、多

少表記の上でいろいろな意味で揺れがあったりとかしたときに、番号をきちっ

と数字でもいいんですけれども、何らかの形でついていて、こういった名称と

いうのはそこにおける属性であるという感じでプライマリーキーとしての番号

というのはつけたほうがいいのかなと。話が全然違うかもしれませんけれども、

そう思いました。 

 以上です。 

【委員】  今おっしゃったのは名前をつけたものについて番号づけをしてお
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けということでしょうか。 

【委員】  というか、全ての現象に関して名称というものが１つの現象に対

する識別のために名称をつけるということだと思うんですけれども、対人間に

対してわかりやすい識別ではあるんですけれども、この後のデータの利活用と

か、そういうことを考えると、それと同時に番号というのがついているという

ことが重要ではないかなと思っています。ユニークＩＤです。 

【委員】  多分台風とか、竜巻とか、現象がはっきりしたものはつけやすい

かと思うんですけれども、雨などは連続的なものが数字としてあるので、それ

に番号をつけていくというのはなかなか難しいのかなというふうに思うんです

けれども……。 

【委員】  それは我々からすると、名詞を、そこで自然に名称がつけられる

ということは連続的なものでも離散化して、そこにラベルをつけるということ

なので、アイデンティファイできると思いますので。本質的には名称は何々で

はなくて、ＩＤをつける対象をきちんと離散化して、そこにここまでが１つの

現象ですよという区別をすることが重要で、そこに対して番号をつけるという

のが理系的には一番わかりやすくて、名称が複数あっても構わないような気が

しますし、時代によって変わるかもしれませんし、ただ、番号は変わっちゃい

けないんじゃないかなと思うということなんです。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

【委員】  その辺のところはインターナショナルにされてないんですかね。 

【委員】  インターナショナルにはなってないと思いますけれども。 

【委員】  そっちを考えるべきだよね。 

【長官】  補足説明いたします。まず、ただ今、○○先生がおっしゃった点

です。名称が付いた事象について、ある意味で番号がついて、機械可読、ある

いはネットワークの中である特定の事象に対してこういう名称がついている、

あるいは複数の名称が使われている、どういう期間でどんな影響がある、そう

いったものを検索できるようにする環境をつくらなきゃならないということを

問題意識として持っておりますというのが１つです。 
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 それから、例えば台風についてはご案内のように国際的な名前が台風委員会

で１４０ぐらいを登録して順番に使うような仕組みもありますので、当然台風

について名前をつけた場合はセットで国際的にはこんな名前がついていますと

いうようなことをリンクさせて、皆さんにご利用いただけるようにするんだろ

うと思っています。 

【委員】  多分連続的な現象に関しては何らかの基準をつければそういうこ

とは可能になるかと思いますけれども、それをどうするかという課題はあるの

かなと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは大体時間となりましたが、１月から開始した「２０３０年の科学技

術を見据えた気象業務のあり方」についての審議は次回が最終回の予定となっ

ております。次回は提言についてご議論をいただきたいというふうに思ってお

ります。 

 ということで、本日は予定しておりました議事は以上でございます。 

 それでは、これで第２７回の気象分科会を終了いたしたいと思いますが、最

後に、事務局のほうから何かございましたら、お願いしたいと思います。 

【総務課長】  新野分科会長、また、委員の皆様、ご審議ありがとうござい

ました。 

 事務局のほうから２点ほど連絡がございます。 

 １点目は、議事録についてでございますが、委員の皆様には後日、議事録の

案を送付いたしまして、ご同意をいただいた上で、本日の会議資料とともに公

開したいと思っております。 

 ２点目でございますが、次回の第２８回の気象分科会は、資料にもあります

とおり、８月１日、１０時からを予定しております。お忙しい中、大変恐縮で

はございますが、委員の皆様のご出席をお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 

── 了 ── 


